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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

自己
負担額 適用区分 外来

（個人ごと） 外来＋入院（世帯ごと）

３割
課税所得

145万円以上
の方（世帯）

57,600円
80,100円

＋（医療費－267,000円）×１％
〈多数回44,400円※〉

２割
または
１割

課税所得
145万円未満
の方（世帯）

14,000円
年間上限

144,000円

57,600円
〈多数回44,400円※〉

Ⅱ住民税非課税世帯
8,000円

24,600円

Ⅰ住民税非課税世帯
（年金収入80万円以下など） 15,000円

生活・福祉の総合相談窓口

【本　　所】☎232－2003（貴船町）
【菊川支所】☎287－0126（下岡枝）
【豊田支所】☎766－0641（矢田）
【豊浦支所】☎774－1122（川棚）
【豊北支所】☎782－1745（滝部）

仕事や就職活動、家計のやりくり、
借金など、あなたの生活・福祉に
関する悩み、困りごとの解決を支
援します。

■日平日午前９：00～午後５：00

相談無料、秘密厳守

社会福祉法人下関市社会福祉協議会

「どうしよう」を
　　 相談しよう！

生活に関して人には言えない…

家族や身近な方からもご相談いた
だけます。

保
険・年
金

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
▽
菊
川（
☎
287-
４
０
０
３
）

　
▽
豊
田（
☎
766-

２
１
８
０
）

　
▽
豊
浦（
☎
772-

４
０
２
３
）

　
▽
豊
北（
☎
782-

１
９
２
２
）

介
護
保
険
課
か
ら
の
お
知
ら
せ

　
各
種
申
請（
介
護
保
険
負
担
限
度
額
認

定
証
、
社
会
福
祉
法
人
等
利
用
者
負
担

軽
減
確
認
証
）は
済
ん
で
い
ま
す
か
？　

※
詳
細
は
市
報
７
月
号
で
確
認
を

■申
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支
所
市
民
生

活
課
、
各
支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
2３１-

１
１
３
９
）

国
民
健
康
保
険
証（
兼
高
齢
受
給
者
証
） 

が
更
新
さ
れ
ま
し
た

　
現
在
使
用
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険

証（
兼
高
齢
受
給
者
証
）の
有
効
期
限
は

７
月
３１
日（
月
）で
す
。
新
し
い
保
険
証

は
７
月
中
に
郵
送
し
て
い
ま
す
。
今
回

の
更
新
で
送
付
し
た
国
民
健
康
保
険
証

（
兼
高
齢
受
給
者
証
）の
有
効
期
限
は
、

7５
歳
到
達
に
よ
り
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
移
行
さ
れ
る
方
、
7０
歳
到
達
に
よ

り
高
齢
受
給
者
証
の
適
用
を
受
け
る
方
、

国
民
健
康
保
険
退
職
者
医
療
該
当
者
で

6５
歳
到
達
に
よ
り
一
般
の
被
保
険
者
に

適
用
さ
れ
る
方
を
除
き
、
平
成
３０
年
７

月
３１
日（
火
）と
な
っ
て
い
ま
す
。
詳
細

は
、
保
険
証
を
郵
送
し
た
際
に
同
封
し

て
い
る
文
書
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
高
齢
受
給
者
に
該
当
す
る
方
の
保
険

証
に
記
載
し
て
い
る
一
部
負
担
金
の
割

合
は
、
住
民
税
の
課
税
所
得
な
ど
に
よ

っ
て
決
定
し
ま
す

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
９
３
０
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

年
金
受
給
資
格
期
間
の
短
縮

　
老
齢
年
金
を
受
け
取
る
の
に
必
要
な

期
間
が
2５
年
か
ら
１０
年
に
短
縮
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
に
よ
り
受
給
対
象
に
な
っ

た
方
に
は
日
本
年
金
機
構
か
ら
黄
色
の

封
筒
が
送
ら
れ
て
い
ま
す
。
国
民
年
金

の
み
の
加
入
の
方
は
市
役
所
で
、
他
の

年
金
に
加
入
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
方
は
、

下
関
年
金
事
務
所
で
手
続
き
を
し
て
く

だ
さ
い
。

▽
下
関
年
金
事
務
所
予
約
相
談
ダ
イ
ヤ

ル
＝
☎
０
５
７
０－
０５－

１
１
６
５

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
９
３
１
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療
の 

被
保
険
者
証
を
更
新
し
ま
す

　
こ
れ
ま
で
使
用
し
て
い
た
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、

７
月
３１
日（
月
）で
す
。
８
月
１
日（
火
）

か
ら
は
、
新
し
い
被
保
険
者
証
で
な
け

れ
ば
病
院
な
ど
で
受
診
す
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
ま
だ
新
し
い
被
保
険
者
証

を
受
け
取
っ
て
い
な
い
方
は
、
保
険
年

金
課
か
管
轄
の
総
合
支
所
に
問
い
合
わ

せ
て
く
だ
さ
い
。
※
保
険
料
の
納
付
に

つ
い
て
の
相
談
な
ど
、
更
新
手
続
が
必

要
な
場
合
あ
り

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
３
０
６
）、
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

７０
歳
以
上
の
高
額
療
養
費
の 

上
限
額（
月
額
）が
変
わ
り
ま
す

　
課
税
所
得
の
あ
る
7０
歳
以
上
の
方（
世

帯
）の
高
額
療
養
費
の
上
限
額
が
８
月
か

ら
表
太
枠
内
の
金
額
に
変
わ
り
ま
す
。

非
課
税
の
方（
世
帯
）の
高
額
療
養
費
の

上
限
額
に
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
過
去
１2
カ
月
以
内
に
３
回
以
上
、
上

限
額
に
達
し
た
場
合
は
、
４
回
目
か
ら

「
多
数
回
」該
当
と
な
り
、
上
限
額
が
下

が
り
ま
す
。

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
６
６
８
）、
後

期
高
齢
者
医
療
係（
☎
2３１-

１
３
０
６
）、

各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

後
期
高
齢
者
医
療
健
康
診
査
の
受
診
を

■期
平
成
３０
年
３
月
３１
日（
土
）ま
で　
※

対
象
者
に
は
受
診
券
を
送
付
済
み　
■内

▽
健
診
項
目
＝
問
診
、
診
察
、
血
液
検

査（
貧
血
検
査
含
む
）、
尿
検
査　
▽
受

診
機
関
＝
市
内
の
各
医
療
機
関（
受
診
券

と
一
緒
に
一
覧
表
を
送
付
）　
▽
受
診
券

を
紛
失
し
た
場
合
＝
被
保
険
者
証
を
持

参
し
て
、
保
険
年
金
課
、
各
総
合
支
所

市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
で
受
診

券
の
再
交
付
申
請
を
。
▽
結
果
＝
受
診

し
た
健
診
機
関
か
ら
郵
送
で
通
知
す
る

か
、
直
接
結
果
を
説
明　
■料
５００
円　
■持

健
康
診
査
受
診
券（
黄
色
の
紙
）、
質
問

票
、
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証

■問
保
険
年
金
課（
☎
2３１-

１
３
０
６
）、　
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
を
希
望
す 

る
方
は
認
定
申
請
を

■対
市
内
に
住
所
が
あ
る
、
昭
和
27
年
９

月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た
方
で
、
日
常

生
活
に
介
護
が
必
要
な
た
め
介
護
保
険

の
サ
ー
ビ
ス
を
希
望
す
る
方　
■持
介
護

保
険
被
保
険
者
証
、
本
人
確
認
が
で
き

る
書
類　
■申
介
護
保
険
課
、
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課
、
本
庁
の
各
支
所
へ
。

■問
介
護
保
険
課（
☎
2３１-

３
１
８
４
）

  

相
　
談

弁
護
士
無
料
法
律
相
談

●
豊
田
総
合
支
所
＝
■日
８
月
１8
日（
金
）

午
後
１
時
～
４
時　
■定
６
人（
先
着
順
）

■申
８
月
１
日
～
１8
日
に
、
電
話
で
豊
田

総
合
支
所（
☎
766-

２
０
７
９
）へ
。

●
市
民
相
談
所
＝
■日
毎
週
月
・
木
曜
日

の
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１
時
～
４

時　
※
祝
日
休
み　
■定
１2
人（
相
談
日
の

１
週
間
前
か
ら
直
接
か
電
話
で
予
約
を
）

※
職
員
に
よ
る
一
般
相
談
は
平
日
の
午

前
９
時
～
午
後
４
時
に
実
施

■問
市
民
相
談
所（
☎
2３１-

３
７
３
０
）
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イ
ベ
ン
ト

ス
ポ
ー
ツ

講　
座

募　
集

保　
健

こ
ど
も

福
祉
・
医
療

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

保
険
・
年
金

相　
談

お
知
ら
せ

行政相談・人権相談・年金相談（８月）
・行政相談…国の行政機関に関する苦情、要望、意見等
　【詳細】山口行政評価事務所　（☎083-932-1100）
・人権相談…差別、暴行、虐待、セクハラ、パワハラ、
　いじめ、体罰、名誉侵害等、人権問題全般
　【詳細】山口地方法務局　下関支局　（☎234-4000）
・年金相談…年金に関すること
　【詳細】山口県社会保険労務士会　下関支部
　　　　　　　　　　　　　 （☎083-923-1720）
■問 市民文化課（☎231-1830）
内　容 日 曜 時　間 会　場

行政相談

９ 水 13：00～16：00 市役所本庁舎新館５階

10 木
10：00～12：00 菊川町総合福祉会館
13：00～16：00 長府公民館

18 金 13：00～16：00 川中公民館
21 月

10：00～12：00
豊北保健センター

22 火 豊浦総合支所
25 金 社会福祉協議会豊田支所

人権相談
３ 木

10：00～12：00

長府公民館
安岡公民館

10 木 菊川町総合福祉会館
21 月 豊北保健センター

年金相談 ９ 水 13：00～16：00 市役所本庁舎新館５階

臨時福祉給付金（経済対策分）の 
申請を受け付けています
　支給条件に該当する方は、早めに申請をお
願いします。支給条件などの詳細は、市報４
月号18㌻を参照してください。※申請案内
が届いていない方でも、支給条件に該当する
方は申請が可能です。

【提出先】
〒750－8521下関市南部町１番１号
下関市臨時福祉給付金室

【申請締切】
10月17日（火／当日消印有効）
◆手続きに関するお問い合わせ　
臨時福祉給付金室コールセンター

（☎231-1555）　■日平日午前９時～午後５時
◆書き方等相談窓口
■所市役所本庁舎本館１階ロビー、本庁管内
12支所、各総合支所市民生活課　■日平日午
前９時～午後５時
■問臨時福祉給付金室コールセンター
 （☎231-1555）

行
政
書
士
に
よ
る
無
料
相
談
会

■日
８
月
７
日（
月
）午
前
９

時
１５
分
～
午
後
２
時
４５
分

■所
ド
リ
ー
ム
シ
ッ
プ　
■内

相
続
、
遺
言
、
法
人
設
立
、
許
認
可
、

成
年
後
見
に
関
す
る
こ
と
な
ど　
※
予

約
不
要　
▽
相
談
先
＝
山
口
県
行
政
書

士
会
下
関
支
部
事
務
局（
☎
2５6-

５
８
６
２
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
2３１-

２
０
５
４
）

お
知
ら
せ

印
鑑
登
録
証
明
書
の 

性
別
欄
を
廃
止
し
ま
し
た

　
印
鑑
登
録
証
明
書
の
性
別
欄
を
７
月

１8
日（
火
）か
ら
廃
止
し
ま
し
た
。

■問
市
民
サ
ー
ビ
ス
課（
☎
2３１-

１
１
９
０
）

「
山
口
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
」に
よ
る 

出
張
相
談
会

■日
８
月
９
・
22
日 

午
前
１０
時
～
午
後

４
時　
■所
市
役
所
上
田
中
町
庁
舎
３
階

第
一
会
議
室　
■定
４
事
業
者（
先
着
順
）

■申
前
日
ま
で
に
、
電
話
で
山
口
県
よ
ろ

ず
支
援
拠
点（
☎
０8３-

９22-

３
７
０
０
）へ
。

■問
産
業
振
興
課（
☎
2３2-

７
２
１
４
）

８
月
の
臨
時
休
館
・
休
場
日

●
新
下
関
市
場
＝
■日
６
・
１４
・
１５
・
2０
・

27
日
、
水
曜
日

■問
青
果
市
場
室（
☎
2５6-

０
２
７
７
）

●
唐
戸
市
場
＝
■日
１５
日

■問
市
場
流
通
課（
☎
2３１-
１
４
４
０
）

●
公
民
館
な
ど
＝
■期
８
月
１３
日
～
１５
日

■所
市
立
公
民
館（
市
全
域
、
滝
部
活
動
拠

点
施
設
・
角
島
開
発
総
合
セ
ン
タ
ー
含

む
）、ア
ブ
ニ
ー
ル
、生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

（
豊
田
・
豊
北
）、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

（
豊
浦
）

■問
生
涯
学
習
課（
☎
2３１-

２
０
５
４
）

●
豊
浦
勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム
、
フ
ォ
ン

テ
や
ま
の
た
＝
■期
８
月
１３
日
～
１５
日

■問
産
業
立
地
・
就
業
支
援
課

 

（
☎
2３１-

１
３
１
０
）

狩
猟
免
許
試
験
と 

初
心
者
講
習
会

■対
県
内
に
住
所
が
あ
る
満
2０
歳（
網
猟
、

わ
な
猟
は
満
１8
歳
）以
上
の
方

①
初
心
者
狩
猟
講
習
会
＝
■日
８
月
26
日

（
土
）午
前
９
時
～
午
後
４
時　
■所
ア
ブ

ニ
ー
ル

②
狩
猟
免
許
試
験
＝
■日
８
月
27
日（
日
）

午
前
９
時
～
午
後
４
時　
■所
ア
ブ
ニ
ー
ル

■共
■申
８
月
１8
日（
金
）ま
で
に
、
①
は
山

口
県
猟
友
会
へ
申
込
書
を
、
②
は
下
関

農
林
事
務
所
へ
申
請
書
を
提
出

■問
有
害
鳥
獣
対
策
室（
☎
2３１-

１
２
６
２
）

朝
一
番
の
水
道
水
の
使
用
に
つ
い
て

　
朝
一
番
や
し
ば
ら
く
使

わ
な
か
っ
た
水
道
水
は
、

水
道
管
の
中
に
長
時
間
水

が
滞
留
し
て
い
る
た
め
、
消
毒
用
の
塩

素
が
減
少
し
ま
す
。
水
道
管
に
鉛
管
を

使
用
し
て
い
る
家
庭
で
は
、
ご
く
微
量

の
鉛
が
溶
け
出
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
朝
一
番
の
水
道
水
は
バ
ケ
ツ
一
杯
程

度
、
洗
濯
な
ど
飲
み
水
以
外
の
用
途
に

使
っ
て
だ
さ
い
。

■問
上
下
水
道
局
給
水
課

 

（
☎
2３１-

３
１
１
５
）

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

■期
▽
申
込
期
間
＝
８
月
１7
日 

午
後
１
時
～

９
月
４
日 

午
後
１１
時　
▽
せ
り
売
り
期

間（
動
産
等
）＝
９
月
１１
日 

午
後
１
時
～

９
月
１３
日 

午
後
１１
時　
▽
入
札
期
間（
不

動
産
）＝
９
月
１１
日 

午
後
１
時
～
９
月

１９
日 

午
後
１
時　
※
内
容
の
変
更
や
公

売
中
止
の
場
合
あ
り　
※
公
売
財
産
、

申
し
込
み
の
詳
細
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

かYahoo!Japan

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
確

認
を

■問
納
税
課（
☎
2３１-

１
１
７
０
）

サ
ン
グ
リ
ー
ン
菊
川
か
ら
の
お
知
ら
せ

●
臨
時
休
業
＝
■期
９
月
４
日
～
６
日　

■内
設
備
点
検
等
実
施
の
た
め

●
宿
泊
・
日
帰
り
入
浴
の
休
業
＝
■期
９

月
７
日
～
22
日　
※
宴
会
な
ど
は
通
常

通
り
営
業　
■内
設
備
改
修
工
事
の
た
め

※
工
事
期
間
を
変
更
し
た
場
合
は
、
館

内
掲
示
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら
せ

し
ま
す

■問
サ
ン
グ
リ
ー
ン
菊
川

 

（
☎
287-

１
７
６
０
）

８
月
は
道
路
ふ
れ
あ
い
月
間 

８
月
１０
日
は「
道
の
日
」で
す

▽
道
路
に
バ
イ
ク
や
自
転
車
を
放
置
し

た
り
、
看
板
な
ど
物
を
置
い
た
り
す
る

の
は
や
め
ま
し
ょ
う　
▽
捨
て
な
い
・

汚
さ
な
い
の
ル
ー
ル
を
守
り
、
道
路
を

き
れ
い
に
使
い
ま
し
ょ
う　
▽
違
法
駐

車
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う　
▽
庭
木

の
枝
葉
が
伸
び
て
通
行
の
支
障
に
な
ら

な
い
よ
う
手
入
れ
を
し
ま
し
ょ
う　
▽

歩
道
な
ど
の
加
工
に
は
申
請
が
必
要
で

す　
▽
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
の
上
に
障
害
物

を
置
か
な
い
で
く
だ
さ
い

■問
道
路
課（
☎
2３１-

４
０
３
４
）


